
 

広島市平和の推進に関する条例（仮称）素案 

 

昭和２０年８月６日，人類史上最初の原子爆弾が広島に投下され，広島の街は一瞬にし

て焦土と化し，壊滅，焼失した。当時，広島には約３５万人の人々がいたと考えられてい

るが，同年末までに約１４万人が死亡したと推計され，生き残った人々も，急性障害だけ

でなく，様々な形の後障害に苦しめられている。 

さらに，被爆者に対する結婚・就職等での差別により，後に，原子爆弾被爆者に対する

援護に関する法律の適用を受けることが困難になるなどの被害もある。また，放射性物質

を含んだ黒い雨による被害の議論は，いまだに続いている。 

廃墟の街となった広島は，「７５年間は草木も生えぬ」と言われたが，堪え難い悲しみと

苦しみを乗り越えて復興に立ち上がり，広島平和記念都市建設法の制定を実現させ，市民

の英知とたゆまぬ努力，国内外からの温かい援助などにより，めざましい復興・発展を遂

げていった。 

本市は，被爆者の「こんな思いを他の誰にもさせてはならない」との思いから，核兵器

の廃絶と世界恒久平和の実現を願うヒロシマの心の共有を訴えてきた。さらに，国内外の

多くの人々に，原子爆弾による被爆の実相に触れてもらうため，広島平和記念資料館や原

爆ドームへの来訪を推進するとともに，放射線被ばく医療に対しても国際貢献をしてきた。 

また，被爆者の壮絶な体験と平和への思いを後世に伝えるため，被爆体験の継承及び伝

承を行ってきた。 

しかしながら，被爆７５年を迎え，被爆者の高齢化が一段と進み，被爆体験を直接聞き

知る機会が失われつつある。また，市民による平和の推進に関する活動の担い手が高齢化

し，核兵器の廃絶と世界恒久平和の実現を訴えることが難しくなってきている。今では，

昭和２０年８月６日に何が起こったか，知らない子どもたちもいる。 

今日，核兵器の廃絶に向けては，世界的にその機運は高まっているものの，実現までに

はいまだ多くの課題がある。 

私たち広島市民は，こうした現実を踏まえ，昭和２０年８月６日の惨状と復興への道の

りを伝え残し，世界に対して，行政を始め各界各層の多くの人々と共に「絶対悪」である

核兵器を廃絶するために積極的に声を上げ，行動し，核兵器の廃絶と世界恒久平和の実現

に努めることを決意し，この条例を制定する。 

 

（目的） 

第１条 この条例は，平和の推進に関し，本市の責務並びに市議会及び市民の役割を明ら

かにするとともに，本市の施策の基本となる事項を定めることにより，平和の推進に関

する施策を総合的かつ継続的に推進し，もってヒロシマの心である核兵器の廃絶と世界

恒久平和の実現に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において「平和」とは，世界中の核兵器が廃絶され，かつ，戦争その他

の武力紛争がない状態をいう。 



 

（本市の責務） 

第３条 本市は，平和の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

（市議会の役割） 

第４条 市議会は，本市の平和の推進に関する施策に関し，その機能を最大限に発揮する

とともに，長崎市議会等と連携し，平和の推進に関する活動を行うものとする。 

（市民の役割） 

第５条 市民は，本市の平和の推進に関する施策に協力するとともに，平和の推進に関す

る活動を主体的に行うよう努めるものとする。 

（平和記念日） 

第６条 本市は，人類史上最初の原子爆弾が投下された昭和２０年８月６日を世界平和樹

立への礎として永久に忘れてはならない日とし，原子爆弾による死没者を追悼するとと

もに世界恒久平和の実現を祈念するため，毎年８月６日を平和記念日とする。 

２ 本市は，平和記念日に，広島市原爆死没者慰霊式並びに平和祈念式を，市民の理解と

協力の下に，厳粛の中で行うものとする。 

（平和の推進に関する施策） 

第７条 本市は，平和の推進に関し，次に掲げる施策を策定し，及び実施するものとする。 

⑴ 核兵器の廃絶と世界恒久平和の実現を目指し，国内外の都市等との連携を図るため

の施策 

⑵ 市民等が，原子爆弾による被爆の実相への理解を深めるとともに，平和について考

え，平和の推進に関する活動を主体的に行うよう，平和意識の醸成を図るための施策 

⑶ 原子爆弾被爆者の体験及び平和への思い（以下この号において「被爆体験」という。）

を世界に広め，かつ，これらを次世代に確実に伝え続けるよう，被爆体験の継承及び

伝承を図るための施策 

⑷ 前３号に掲げるもののほか，平和の推進を図るために必要な施策 

（年次報告） 

第８条 市長は，毎年，平和の推進に関する施策の実施状況を市議会に報告するとともに，

これを公表するものとする。 

（財政上の措置） 

第９条 本市は，平和の推進に関する施策を総合的かつ継続的に推進するため，必要な財

政上の措置を講ずるものとする。 

（委任規定） 

第１０条 この条例の施行に関し必要な事項は，市長が定める。 

附 則 

１ この条例は，令和 年 月 日から施行する。 

２ 広島市役所事務休停日条例（昭和２２年７月３１日広島市条例第１４号）は，廃止す

る。 


